
医療技術の進歩の促進と導入、その他の分野

１ 充実が求められる分野を適切に評価していく視点

からみて分かりやすく納得でき、安心・安全で、２ 患者からみて分かりやすく納得でき、安心・安全で、
生活の質にも配慮した医療を実現する視点

３ 医療機能の分化と連携等を通じて、質が高く効率
的な医療を実現する視点

４ 効率化余地があると思われる領域を適正化する
視点
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医療機関における後発医薬品の使用を進めるため、医療機関でも後発医薬品の使用
割合に応じた段階的な評価を導入する。

医療機関における取組の評価

現 行 改 定 後

【後発医薬品使用体制加算】（入院初日）

30点

［施設基準］
当該保険医療機関において使用することを
決定した医薬品のうち後発医薬品の品目数
が２割以上であること。

【後発医薬品使用体制加算】（入院初日）

１ （新） 後発医薬品使用体制加算１ ３５点
２ （改） 後発医薬品使用体制加算２ ２８点

［施設基準］
１ 後発医薬品使用体制加算１
当該保険医療機関において使用することを
決定した医薬品のうち後発医薬品の品目数
が３割以上であること。
２ 後発医薬品使用体制加算２
当該保険医療機関において使用することを
決定した医薬品のうち後発医薬品の品目数
が２割以上３割未満であること。

後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進①
<医療機関で後発医薬品を積極的に使用する体制評価の見直し>

174



後発医薬品の使用を一層促進するとともに、保険薬局における後発医薬品の在庫管
理の負担を軽減するため、医師が処方せんを交付する際、後発医薬品のある医薬品に
ついて一般名処方が行われた場合の加算を新設する。

現 行 改 定 後

【処方せん料】

１ ７種類以上の内服薬の投薬（臨時の投薬
であって、投薬期間が２週間以内のものを
除く。）を行った場合 40点
２ １以外の場合 68点

【処方せん料】

１ ７種類以上の内服薬の投薬（臨時の投薬
であって、投薬期間が２週間以内のものを
除く。）を行った場合 40点

２ １以外の場合 68点

（新） 一般名処方加算 ２点
（処方せん交付１回）

（注を追加）
一般名による記載を含む処方せんを交付し
た場合は、処方せんの交付１回につき２点を
加算する。

後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進②
＜一般名処方の推進＞
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○ 一般名処方とは、「一般名＋剤形＋含量」により処方することをいう。

（銘柄名処方）

【般】 ファモチジン錠２０ｍｇ ２錠

1日２回 朝食後・就寝前 ○日分

（一般名処方）

ガスター錠２０ｍｇ ２錠
又は

ファモチジン錠２０ｍｇ「●▲」 ２錠

など

1日２回 朝食後・就寝前 ○日分

一般名処方について

銘柄名処方

原則、当該銘柄を用いて調剤

一般名処方（改定後）

有効成分が同一であれば、
どの後発医薬品も調剤可能
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